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医療機関 １回目 ２回目 受 付 時 間 予　約

米内沢診療所
米内沢字林ノ腰３
☎72‐4501

Web予約
北秋田市民病院

下杉字上清水沢 16‐29
☎62‐7010

６月７日（火） ６月28日（火）

６月１日（水）

６月２日（木）

６月22日（水）

６月23日（木）

６月３日（金）

６月８日（水）

６月24日（金）

６月29日（水）

６月９日（木）

６月10日（金）

６月30日（木）

７月１日（金）

６月６日（月）

６月７日（火）

６月27日（月）

６月28日（火）

14時30分

14時30分～16時

14時30分～16時

14時30分～15時 15時～16時

14時30分～15時 15時～16時

14時30分～16時

14時30分～16時

14時30分～16時

14時30分～16時

　新型コロナワクチン追加接種（３回目）は、特設会場での集団接種が終了しました。
　接種をご希望の方は医療機関で接種できますので、接種券に同封されるチラシ、または広報５月号をご覧に
なり、直接医療機関へ予約してください。
※北秋田市へ転入し、初回接種・追加接種を受ける場合は申請が必要ですので、医療健康課までご連絡ください。

５歳～11歳の小児コロナワクチン接種について
【保護者の方へ】
　小児の新型コロナウイルスワクチンは臨床試験では効果が認められていますが、一部の株への重症化予防効
果に関する根拠が乏しいため、予防接種法上の努力義務の適応外となっています。
　接種券に同封される説明書をよくお読みになり、お子さまとともに接種についてご検討ください。

【接種できる医療機関と日程】

新型コロナウイルスワクチン追加接種（３回目）お知らせ
【問い合わせ・新型コロナウイルスワクチン接種に関する相談窓口】
北秋田市コロナワクチン予約センター ☎67‐6567（予約センター直通）
平日８時30分～17時　（時間外・土日祝は受付していません）
※つながりにくい場合は、医療健康課健康推進係（☎62‐6666）へご連絡ください
【Web予約】
24時間予約可能（ご家族の方の代理予約も可能）
URL https://jump.mrso.jp/052132/

◀コチラのQRコードから
　Web予約できます！

後期高齢者医療制度に関するお知らせ

一定以上の所得のある方（75歳以上の方等）の
医療費の窓口負担割合が変わります

・ 2022年（令和４年）10月１日から、一定以上の所得がある方（75歳以上の方等）は、現
役並み所得者（窓口負担割合３割）を除き、医療費の窓口負担割合が２割になります。

窓口負担割合２割の対象となるかは、主に以下の流れで判定します

・ 窓口負担割合が２割の対象となるかは、75歳以上の方の課税所得や年金収入をもとに、世帯
単位で判定します。（令和３年中の所得をもとに、令和４年９月からの判定が可能になり、
同月中に被保険者証を発送します）

秋田県後期高齢者医療広域連合業務課　☎018‐853‐7155 または
北秋田市役所市民課国保年金係　　　　☎62‐1118 までお問合せください。
今回の制度改正の見直しの背景等に関するご質問等は
厚生労働省コールセンター（☎0120‐002‐719）にお問合せください。

医療費窓口負担割合の見直しに関するお問合せについて

世帯全員が 世帯全員が 世帯全員が 世帯全員が

３割 １割 １割 ２割 １割 ２割

保険証に記載の医療費の窓口負担割合が３割か

世帯内75歳以上の方のうち課税所得が28万円以上の方がいるか

世帯に75歳以上の方が２人以上いるか

「年金収入＋その他の合計所得金額」が
200万円以上か

「年金収入＋その他の合計所得金額」が
320万円以上か

該当する 該当しない

いない いる

１人だけ ２人以上

320万円
未満

200万円
未満

200万円
以上

320万円
以上


